
コミュニティを超えるエリアの補助上限早見表 

 

コミュニティを超えるエリアを主たる活動エリアとする団体は、下記の２つ

の表の内、低い方の額が補助金上限額となります。 

なお、前年度に年２５０時間以上の提供実績と当該年度１月１日時点で１月

あたりの利用者数が５名以上あり、且つ１名以上の対象利用者がいることが必

要です。 

 

※対象利用者：介護保険の要支援１・２の者もしくは基本チェックリストの 

基準に該当する者 

 

１ 提供時間数加算（１０万円＋下記を加算） 

提供時間 加算額 提供時間 加算額 

250時間超える ２万円 1500時間超える １２万円 

500時間超える ４万円 1750時間超える １４万円 

750時間超える ６万円 2000時間超える １６万円 

1000時間超える ８万円 2250時間超える １８万円 

1250時間超える １０万円 2500時間超える ２０万円 

  (例) 250時間→１０万円 

  (例) 251時間→１２万円 

 

２ 対象利用者数加算（１０万円＋下記を加算） 

利用対象者 加算額 

 ６名以上１０名以内 １０万円 

１１名以上 ２０万円 

 

  

[たすけあいサービス事業費補助金] 別表 


